
尾張旭市監査公表第２１号 

令和７年１月２９日付け尾張旭市監査公表第１号をもって公表した定例監査結果報

告について、令和７年２月１２日付け６図第６６号で教育長から措置を講じた旨の通

知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の

規定により次のとおり公表します。 

令和７年３月２８日 

 

尾張旭市監査委員 山 田 義 浩      

 

 

                   尾張旭市監査委員 大 島 も え      

 

 

教育委員会図書館 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 

図書館において、市長から行政財産目的

外使用の許可（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号。以下「法」という。）第    

２３８条の４第７項に規定される許可を

いう。）を得ていない防犯灯の存在を確認

した。 

この点、行政財産とは、普通地方公共団

体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産をいう（法第  

２３８条第４項）ものとされているとこ

ろ、同課は、防犯灯設置者による行政財産

の目的外使用に気付かずにいたことにな

る。なお、行政財産は、その用途又は目的

を妨げない限度においてその使用を許可

することができるものとされており、許可

をするのであれば、適切な手続を漏れなく

実施されたい。 

指摘事項について、「施設敷地内等に設

置されている防犯灯について（照会）」（令

和７年１月３１日付け６市活号外市民活

動課長発出）に記載の是正内容に従い、市

民活動課と連携の上、防犯灯設置者に行

政財産目的外使用許可申請書の提出を依

頼する。 

また、電柱等に許可を得ていない共架

物がないかを定期的に確認し、再発防止

に努める。 

歳入の調定とは、収入の事実を調査決定

するものであり、法令又は性質上事前に調

定ができないものを除き、歳入金の収納の

前に行われるものである（尾張旭市会計規

則（昭和５８年尾張旭市規則第１１号）第

４条及び第５条）。 

同館は、行政財産目的外使用料につい

て、法令又は性質上事前に調定ができない

歳入とはいえないにもかかわらず、これま

指摘事項について、事後調定から事前

調定による歳入金収納を行うよう改める

こととしたため、次回から適時適切な事

務を行う。 



で事後に調定するものと取り扱い、調定の

決議を経ないで納入義務者に納入を通知

し、徴収し続けてきた。 

適時適切に調定を決議されたい。 

物品の検査（尾張旭市物品管理規則（平

成２５年尾張旭市規則第３号。以下「物品

管理規則」という。）第２３条に規定され

る使用中の物品及び備品台帳に係る検査

をいう。）を令和５年度は実施していなか

った。また、物品管理規則第９条に規定す

る備品ラベルが付されていない備品が散

見された。 

物品管理事務を適切に実施されたい。 

指摘事項について、備品ラベルの剥落

や文字消え等の有無を点検整備し、台帳

との突合を毎年実施できるよう体制を整

え、適切な物品管理事務を行う。 

令和６年度図書館施設管理業務委託は、

契約の相手方が尾張旭市入札参加資格者

名簿に登載されていないにもかかわらず、

「令第１６７条の５第１項及び第１６７

条の１１第２項の規定により市長が定め

た資格を有する者と契約を締結する場合

において、その者が契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき」

（尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号）第３２条第３号）に当たる

として、契約保証金の全部を免除してい

た。 

契約事務を適切に実施されたい。 

指摘事項について、尾張旭市契約規則

に基づき、契約書に記載した条項に誤り

がないか確認を徹底し、正しく記載した

上で契約事務を適切に行う。 

 

 


